
所在地 設置者 保育所名
指導監査
実施日

文書による指導の内容
指導に
対する

是正状況
備考

室戸市 室戸市 羽根昭和保育所 R7.7.1 なし

室戸市 室戸市 佐喜浜保育所 R7.7.1 なし

室戸市 室戸市 大谷保育所 R7.7.1 なし

室戸市 社会福祉法人むろと
福祉協会

むろと保育園 R7.7.16 なし

室戸市 社会福祉法人元保育
協会

元保育所 R7.7.16 　０～２歳児クラスの保育室面積に
ついて必要とされる面積が確保され
ていないことが認められた。
　保育室の面積については、０歳児
及び１　歳児の園児１人につき3.3㎡
以上、２歳児以上の園児１人につき
1.98㎡を確保すること。

改善済

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

山の手保育園 R7.7.29 なし

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

愛聖保育園 R7.7.29 なし

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

すみれ保育園 R7.7.29 なし

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

わかば保育園 R7.7.29 なし

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

高石保育園 R7.7.29 なし

土佐市 土佐市（運営：社会
福祉法人土佐市社会
福祉事業団）

蓮池保育園 R7.7.29 なし

土佐市 宗教法人天理教高岡
大教会

天理あかつき保育園 R7.8.27 なし

四万十市 社会福祉法人めぐみ
会

めぐみ乳児保育園 R7.10.10 なし

土佐清水市 土佐清水市 足摺岬保育園 R7.10.9 なし

土佐清水市 土佐清水市 三崎保育園 R7.10.9 なし

土佐清水市 土佐清水市 きらら清水保育園 R7.10.9 なし

香美市 社会福祉法人芳公会 ひまわり保育園 R7.6.17 　当該保育所の設備の安全点検、職　
員、児童等に対する施設外での活
動、取組等を含めた保育所での生活
その他の日常生活における安全に関
する指導、職員の研修及び訓練その
他保育所における安全に関する事項
についての計画（以下「安全計画」
という。）を策定していないことが
認められた。
　児童の安全の確保を図るため、安
全計画を策定し、当該安全計画に従
い必要な措置を講ずること。
　職員に対し、安全計画について周
知するとともに、研修及び訓練を定
期的に実施すること。
　児童の安全の確保に関して保護者
との連携が図られるよう、保護者に
対し、安全計画に基づく取組の内容
等について周知すること。
　定期的に安全計画の見直しを行
い、必要に応じて安全計画の変更を
行うこと。

改善済

香美市 香美市 美良布保育園 R7.7.11 なし

香美市 香美市 あけぼの保育園 R7.7.11 なし
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香美市 香美市 なかよし保育園 R7.7.11 なし

香美市 香美市 片地保育園 R7.7.11 なし

香美市 香美市 新改保育園 R7.7.11 なし

香美市 香美市 大栃保育園 R7.7.11 なし

東洋町 東洋町 銀杏保育園 R7.11.19 なし

東洋町 東洋町 甲浦保育園 R7.11.19 なし

北川村 北川村 みどり保育所 R7.11.14 なし

馬路村 馬路村 馬路保育所 R7.11.12 なし

芸西村 芸西村 芸西保育所 R7.11.21 　年齢別配置基準において朝の登園
児数から算出される必要保育士数が2
名であるが、 保育士1名と特例適用
者1名の配置であった。保育士を2名
配置すること

改善中

本山町 本山町 本山保育所 R7.11.7 なし

大豊町 大豊町 大杉保育所 R7.11.12 なし

大豊町 社会福祉法人大豊町
社会福祉協議会

豊永保育所 R7.10.29 なし

土佐町 土佐町 みつば保育園 R7.10.22 なし

いの町 いの町 八田保育園 R7.11.7 なし

いの町 いの町 川内保育園 R7.11.7 なし

いの町 いの町 天神保育園 R7.10.30 なし

いの町 いの町 神谷保育園 R7.11.7 なし

いの町 （社福）伊野厚生事
業協会

伊野保育園 R7.10.9 なし

いの町 （社福）はってん福
祉会

あいの保育園 R7.11.6 　運営規程に定められていない項目
があるため、平成26年4月30日付け 
内閣府令第39号第20条のとおり定
めること。

改善中

仁淀川町 （学）せいわのわ 池川こども園 R7.9.25 なし

仁淀川町 （社福）仁淀川町社
会福祉協議会

ふたば保育所 R7.9.25 なし

仁淀川町 （社福）仁淀川町社
会福祉協議会

大崎保育所 R7.9.24 なし

中土佐町 中土佐町 久礼保育所 R7.11.20 なし

中土佐町 中土佐町 大野見保育所 R7.10.22 なし

佐川町 佐川町 黒岩中央保育所 R7.8.27 なし

佐川町 佐川町 永野保育所 R7.9.2 なし
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佐川町 （社福）笑育会 佐川町若草保育園 R7.10.17 　安全計画の策定について、定期的
に計画の見直しを行い、必要に応じ
て計画を変更すること。

改善中

佐川町 （社福）花園保育園 花園保育園 R7.10.1 なし

佐川町 （社福）佐川町児童
福祉協会

斗賀野中央保育園 R7.10.23 なし

佐川町 （社福）尾川児童福
祉協会

尾川中央保育園 R7.10.21 なし

佐川町 （社福）おひさま 海津見保育園 R7.10.29 なし

四万十町 四万十町 東又保育所 R7.10.29 なし

四万十町 四万十町 興津保育所 R7.10.29 なし

四万十町 四万十町 見付保育所 R7.11.25 なし

四万十町 四万十町 北ノ川保育所 R7.10.23 なし

四万十町 四万十町 小鳩保育所 R7.11.18 なし

四万十町 四万十町 昭和保育所 R7.11.18 なし

四万十町 四万十町（運営：社
会福祉法人窪川児童
福祉協会）

ひかり保育所 R7.11.11 なし

四万十町 社会福祉法人窪川児
童福祉協会

川口保育所 R7.11.19 なし

四万十町 社会福祉法人窪川児
童福祉協会

松葉川保育所 R7.11.19 なし

四万十町 社会福祉法人窪川児
童福祉協会

くぼかわ保育所 R7.11.19 なし

大月町 大月町 おおつき保育所 R7.9.8 令和６年度において消火に対する訓
練が毎月１回以上実施されていない
ことが認められた。児童福祉施設の
設備及び運営に関する基準第６条第
２項において「避難及び消火に対す
る訓練は、少なくとも毎月１回は、
これを行わなければならない」とし
ているため、実施すること。

改善済

三原村 三原村 三原保育所 R7.8.27 なし

黒潮町 黒潮町 佐賀保育所 R7.8.22 なし

黒潮町 黒潮町 大方くじら保育所 R7.8.22 なし

黒潮町 黒潮町 大方中央保育所 R7.8.25 なし

黒潮町 黒潮町 南部保育所 R7.8.25 　６月の３日間の延長保育時間帯の
年齢別配置基準において必要な保育
士数が計算上１名になるときに「保
育士１名と無資格の補助員１名」の
配置であったことが認められた。
　職員の配置基準として「児童福祉
施設の設備及び運営に関する基準」
（昭和23年厚生省令第63号）附則
第94条で必要な保育士数が１人とな
る時は、当該保育士に加えて知事が
保育士と同等の知識及び経験を有す
ると認める者を配置すること。

改善済


